
 

 

宮城県農産物放射性物質影響緩和対策事業交付金交付要綱 

 

  （趣 旨） 

第１ 宮城県農産物放射性物質影響緩和対策事業による対策は，農畜産物放射性物質影響緩

和対策事業交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農産２９２８号農林水産事務次官

依命通知。以下，「国交付要綱」という。）及び補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規

則第３６号。以下「規則」という。）によるもののほか，本要綱の定めるところによるも

のとする。 

 

 （交付対象等） 

第２ 宮城県農産物放射性物質影響緩和対策事業交付金（以下「交付金」という。）の交付

対象となる経費及び交付率は国交付要綱別記のとおりとする。 

 

 （間接補助事業等） 

第３ 事業実施主体（市町村を除く。）が実施する間接補助事業等に対する交付金の交付は，

当該事業実施主体の主たる所在地の市町村長の申請に基づき行うものとする。 

 

 （交付の申請） 

第４ 規則第３条第１項の規定による交付金交付申請書の様式は，別紙様式第１号によるも

のとし，その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 前項の交付金交付申請書を提出しようとする者は，当該交付金に係る消費税仕入控除税

額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち，消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税額との合計額に交付率を

乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は，これを減額して申請しなければなら

ない。ただし，申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合

にあっては，この限りでない。 

３ 規則第３条第２項の規定により交付金交付申請書に添付しなければならない書類は，次

のとおりとする。 

  （１）事業計画及び収支予算書（別紙様式第１号別添） 

  （２）市町村にあっては，交付金の交付に関する規則等 

 （３）その他知事が必要と認める書類 

 

 （交付の条件） 

第５ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

  （１）交付事業に要する経費の配分の変更又は交付事業の内容の変更をする場合において

は，別紙様式第２号又は第３号により知事の承認を受けること。ただし，重要な変更

以外の軽微な変更にあっては，この限りでない。なお，重要な変更とは次のイからホ

に該当する場合とする。 

   イ 国交付要綱別表の区分の欄に掲げる１及び２のそれぞれの交付金における事業

間の流用 



 

 

   ロ 事業実施主体の交付額の変更 

   ハ 事業の新設 

   ニ 事業の中止又は廃止 

   ホ 事業実施主体の変更 

 （２）事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には，速や

かに知事に報告してその指示を受けること。 

 

 （事業遂行状況報告） 

第６ 規則第１０条の規定による報告は，交付金の交付決定のあった年度の１２月３１日現

在において，別紙様式第４号により作成し，当該年度の１月１５日までに知事に提出しな

ければならない。ただし，別紙様式第６号（概算払請求）をもってこれにかえることがで

きる。 

２ 知事が前項に定める時期のほか，交付金事業の円滑適正な執行を図るため必要があると

認めるときは，事業実施主体に対して当該交付金の遂行状況報告書を求めることができ

る。 

 

 （実績報告） 

第７ 規則第１２条第１項の規定による交付金実績報告書の様式は，別紙様式第５号による

ものとする。 

２ 第４第２項ただし書の規定により交付金の交付申請をした者は，前項の交付金実績報告

書を提出するに当たり，当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は，

これを当該交付金から減額して報告しなければならない。 

３ 規則第１２条第１項の規定により交付金実績報告書に添付しなければならない書類は，

次のとおりとする。 

 （１）事業実績及び収支精算書（別紙様式第５号別添） 

 （２）その他知事が必要と認める書類 

 

 （交付金の交付方法） 

第８ 交付金の交付は，規則第１３条に規定する交付金の額の確定後に交付するものとす

る。ただし，知事は，事業の遂行上必要と認めるときは，規則第１５条ただし書の規定に

より概算払により交付することができるものとし，その請求書の様式は，別紙様式第６号

によるものとする。 

 

 （事業確認の責務） 

第９ 市町村長は，間接補助事業等を行う事業実施主体の事業が適正に遂行されるよう指導

するとともに，その出来高状況について確認しておくものとする。 

 

  （交付金の交付） 

第１０  交付金の交付を受けた市町村長は，間接補助事業等を行う事業実施主体に対して，

この要綱の各規定に準じて交付金を交付するものとする。 

 



 

 

  （消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還） 

第１１  第４第２項ただし書の規定により交付金の交付申請をした者は，第８第１項の交付

金事業実績報告書を提出した後において，当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定し

た場合には，その金額（第４第２項の規定により減額した場合にあっては，その金額が減

じた額を上回る部分の金額）を別紙様式第７号により速やかに知事に報告するとともに，

知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

  また，当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合又はない場合であって

も，その状況等について，当該交付金の額の確定のあった日の翌年５月３０日までに，同

様式により知事に報告しなければならない。 

 

（賠償金の取扱い） 

第１２ 事業実施主体は，実績報告書を提出した後に，交付金により実施した事業と同一の

対象について，東京電力株式会社から当該事業を実施した事業実施主体に賠償金が支払わ

れた際には，別紙様式第８号により速やかに賠償金支払報告書正副２部を知事に提出する

とともに，知事から当該交付金の返還を求められた場合は，これを返還しなければならな

い。 

 

 （書類の提出数及び経由） 

第１３ この要綱により知事に提出する書類の部数は各２部とし，事業を所轄する地方振興

事務所長（以下「所長」という。）を経由し，所長はその写しを保管するものとする。た

だし，間接補助事業者以外にあっては，別に定めのない限り直接知事に提出するものとす

る。 

 

 （その他） 

第１４ この要綱に定めるもののほか，交付金の交付等に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

 


